


　大熊町は、2011年3月に発生した東日本大震
災及び原子力災害により、全町避難を経験しま
した。しかし、震災を経てなお未来に向けた様々
な取り組みを進めています。
　復旧作業が進み、2019年には町の一部地域
で避難指示が解除され、2020年にはゼロカー
ボン宣言、2022年には町中心部の避難指示解除
や大熊インキュベーションセンターの開所など、
新たなまちづくり・産業創出を目指した取り組み
を行っております。

PROFILE
■面積：78.71k㎡
■位置：いわき市より北に49km、宮城県仙台市より南に
           103km（北緯37度22分19秒～37度25分50秒、
　　　　東経140度51分29秒～141度2分30秒）
■標高（海抜）：3～676ｍ
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車で 約3時間東京から

首都高速／常磐自動車道 経由 約250km

車で 約1時間30分仙台から

常磐自動車道 経由 約100km

JR常磐線で 約3時間東京から

JR常磐線特急ひたち 約250km

JR常磐線で 約1時間30分仙台から

JR常磐線特急ひたち 約100km

車で 約1時間20分福島空港から

県道63号
経由
約3km

あぶくま高原
道路 経由
約5km

県道112号/
県道36号等 経由
約42km

車で 約1時間30分仙台空港から

県道20号
経由
約5km

常磐自動車道/仙台東部道路
経由

約100km
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東京から車で
約3時間

仙台から車で
約1時間半

郡山から車で
約1時間半

いわきから車で
約1時間

　大熊町は福島県浜通り地域の中央部に位置し、常磐
線や常磐自動車道による仙台や首都圏とのアクセスの良さ
はもちろん、仙台空港のほか、小名浜港や相馬港といった
湾港へのアクセス利便性があり、陸路だけでなく空路や
海路が充実している点も魅力のひとつです。

大熊町へのアクセス



TEL.0240-23-7643 受付／平日8時30分から17時15分 大熊町役場  ゼロカーボン推進課  産業振興係

　大熊町は進出を検討中の事業者様を支援する専任の部署（産業振興係）を設
けており、進出から操業後の活動のフォローまで充実したサポート体制を整え
ています。
　また、県や福島イノベーション・コースト構想推進機構、福島相双復興推進機構
などと連携、協力し、事業者様に向けた、企業立地に関する各種「セミナー」
「イベント」などのサポートも行っています。

町立認定こども園・義務教育学校
「学び舎ゆめの森」町内で開校

居住制限区域・避難指示解除
準備区域の避難指示解除

大熊町役場
町内で業務再開

大熊町再生賃貸住宅入居開始

ゼロカーボン宣言

常磐線再開

インキュベーションセンター
オープン

産業交流施設「CREVAおおくま」
オープン（予定）

商業施設「おおくまーと」
オープン

交流施設「Linkる大熊」＆
宿泊施設「ほっと大熊」オープン

　大熊町は、原子力災害からの復興を進める長期的な針路として、2020年2月
9日、小泉進次郎環境大臣（当時）立ち会いのもと、「ゼロカーボン宣言」をしました。
　また、ゼロカーボンを復興の軸とした新しいまちづくりを目指すべく、基本戦略
や取り組み方針等をまとめた「大熊町ゼロカーボンビジョン」を2021年2月に
策定し、未来のための取り組みを始めています。



　大熊町では、2022年4月に、新たな産業づくりや起業家を育てる環境
を整備し、大熊町ならではの産業を長期にわたり生み出し続けるイン
キュベーション施設として旧：大野小学校を再生しました。
　インキュベーションセンターでは、研究・開発の場として、あるいは
将来的な事業化と町内への事業所・工場立地に向けたステップアップを
目指して、様々な事業者が入居しています。

　福島イノベーション・コースト構想（※）では、東日本大震災及び原子
力災害によって失われた浜通り地域などの産業の回復や、当該地域の
新たな産業基盤の構築を目指しています。
　大熊町ではこうした関係機関と連携を図り、新技術や新産業の創出
や、関連サービスによる地域企業など裾野産業も育成などを目指して
います。

　2011年に発生した東日本大震災及び原子力災害によって
失われた浜通り地域などの産業を回復するために、新たな
産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。重点分野
におけるプロジェクトの具体化を進めるとともに、産業集積
や人材育成、交流人口の拡大などに取り組んでいます。

産業創出に向けた取り組み

130
入居事業者
約 社

https://okuma-ic.jp

産業交流施設「CREVAおおくま」

福島イノベーション・コースト構想

福島イノベーション・コースト構想　重点分野

廃炉 エネルギー・
環境・リサイクル

ロボット・ドローン 農林水産業

医療関連

航空宇宙

（※）「福島イノベーション・コースト構想」とは

https://www.fipo.or.jp

　大熊町では、新たな産業を生み出す場や、人材・企業等の交流に資する働く場、廃炉を進める
ための研究環境の整備など、様々な産業創出策を行っています。

施設概要

代表企業の業種

交流スペース、貸事務所、
コワーキングスペース、会議室

シェアリング、デジタル、半導体、
小型EV商用車事業、ドローン、再生エネルギー など
（入居事業者数：2024年9月時点）

　産業交流施設「CREVA（くれば）おおくま」は、大熊町大野駅西地区の復興
を先導するべく、地元産業の需要の受け皿、ビジネスマッチングや人材・
企業等の交流に資する働く場、そして長期にわたり新たな産業を生み出す
場所として、2024年12月に開所予定です。
　周辺には、商業施設「クマSUNテラス」や広場の整備も検討しており、
働く方等の生活利便性が向上する店舗を段階的に整備するとともに、
広場は多くの方が一度に集えるお祭りやイベント等で幅広く活用すること
を想定しております。

施設概要
貸事務所、貸会議室、コワーキングスペース、
多目的スペース、駐車場 など



補助
上限額

補助
上限額

補助
上限額

大熊町による支援制度

知的財産権（特許権、実用新案権、
意匠権、育成者権）の取得に要する
費用の一部を補助します。

町内居住の町民を雇用し、6月以上雇
用を継続する取り組みを助成します。

事業者の人材確保支援のため、町
外遠方からの通勤に係る従業員の
費用、従業員の人材育成に資する費
用の一部を補助します。

町内で新規創業する事業者、または
大熊町外に本社機能を有する事業
者が、大熊町内に事業所を新設・移
転する際に発生する費用の一部を補
助します。

補助対象経費の10/10 補助対象経費の10/10補助対象経費の1/2正規従業員1人につき

50万円

30万円
非正規従業員1人につき 20万円

【1件あたり】

【1企業あたり】

国内出願

100万円
1,000万円

【1回あたり】

500万円
【1企業あたり】

1,500万円
補助
上限額

【新規創業する事業者】

200万円
【本社機能移転事業者】

200～500万円
1,000万円外国出願

課税特例

補助金

補助率 補助率 補助率 補助率

大熊町知的財産権取得促進補助金 大熊町雇用促進助成金

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事業）

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（地域経済効果立地支援事業）

大熊町就労サポート補助金 大熊町創業・本社機能移転促進補助金

福島県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金（F補助金）

福島復興再生特別措置法による課税の特例（税制優遇）

対象業種分野・事業 補助対象 補助率

対象業種分野・事業

対象業種分野・事業

補助対象 補助率

製造業、
サービス業  等

土地取得費・
設備投資費  等

中小企業：最大3/4、
大企業：最大2/3

土地取得費・
設備投資費  等

製造業  等

※①廃炉②ロボット・ドローン③エネルギー・環境・リサイクル④農林水産業⑤医療関連⑥航空宇宙

大熊町に立地する企業が実際に支払った電気料金の一部を還付します。

中小企業：最大4/5、
大企業：最大3/4

補助上限額

補助上限額
福島イノベーション・
コースト構想の
重点分野※

対   象   地   域

対   象   段   階

福島県（電源地域のうち、原子力発電施設の設置が行われている
市町村（所在市町村）及び所在市町村に隣接する市町村）

事業用設備の取得などをして事業に用いた場合、所得税・法人税につ
いて税額控除、もしくは、新規取得設備について特別償却ができます。

避難対象となった方を雇用する場合、給与などの支給額の20％
を所得税・法人税から控除できます。

避難解除区域等内において、一定の施設又は設備の新増設を
行った場合は、課税免除を受けることができます。

※上記以外にも国及び福島県における優遇制度があります。
　また、交付要件等、詳細につきましては、経済産業省の福島産業復興支援や福島県企業立地ガイド等をご覧ください。

立地中

第三者委員会の評価が
特に高い案件は

第三者委員会の評価が
特に高い案件は

電気料金を最大8年間

■避難解除区域等の税制支援制度設備
取得

課税
免除

雇用
■避難解除区域等の税制支援制度

■福島復興再生特別措置法に係る課税免除

大熊町は、企業立地に係る国内トップレベルの補助金や優遇措置が受けられます。

主な優遇制度



（2024年10月時点）

（2024年10月時点）

事業用定期借地

普通高圧

引き込み可能

上水道、地下水

8区画（6.2ha）

企業内処理後、公共排水

9.17ha

8.9ha

事業用定期借地

福島県双葉郡大熊町大字大川原

常磐自動車道 常磐富岡ICまで3km

大熊ICまで3.5km

工業地域

造成中（一部供用開始）

21.4ha

5区画（4.9ha）

60円/㎡（年）

普通高圧

引き込み可能

上水道、地下水

単独処理後熊川・E水域

造成済み

13.3ha

80円/㎡（年）

　大熊町の原風景を活かした憩いの場としての機能も
付加した、高機能インフラの工業団地として整備して
います。

　除染・廃炉関連技術の研究開発や次世代技術・産業を
育む企業群を集積する職住近接型の産業拠点として整備
しています。

福島県双葉郡大熊町大字下野上

常磐自動車道 大熊ICまで2km

JR大野駅まで1km

未指定

　大熊町では、研究開発や次世代技術・産業を育む企業群を集積する職住近接型の「大熊中央産業拠点」や町の
原風景を活かした憩いの場としての機能も備えた「大熊西工業団地」を整備しています。

大熊中央産業拠点

大熊西工業団地

産業団地の紹介

0.53ha

1.16ha

1.11ha

商談中

商談中

0.62ha

0.86ha0.63ha

0.68ha

1.5ha

1.5ha

0.8ha

0.7ha

0.4
ha

0.61ha

産業用地
緑地
調節池

産業用地
調節池





https://www.town.okuma.fukushima.jp/site/ritchi-guide/

大熊町  企業立地ガイド

2024.10

〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大川原字南平1717
TEL.0240-23-7643（受付／平日8時30分から17時15分）
FAX.0240-23-7843
メールアドレス  zerocarbon@town.okuma.fukushima.jp

大熊町役場  ゼロカーボン推進課  産業振興係


